
平
成
二
十
五
年
十
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

三

号

年
金
制
度
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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年
金
制
度
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
第
六
条
二
項
一
号
で
言
及
さ
れ
て
い
る

国
民
年
金
法
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
の
調
整
率
に
基
づ
く
年
金
の
額
の
改
定
の
仕
組
み
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
方
式
の
適
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
の
結
果
で
は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
基
礎
年
金
が
夫
婦
で
十
三
�
一
万
円
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
一
人
当
た
り
で
は
い
く
ら
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
平
成
五
十
年
度
の
基
礎
年
金
は
一
人
当
た
り
い
く
ら
に
な
り
ま
す

か
。

二

平
成
二
十
一
年
度
に
比
べ
、
平
成
五
十
年
度
は
財
政
検
証
で
は
、
物
価
は
何
割
上
が
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す

か
。

三

二
を
踏
ま
え
れ
ば
、
平
成
五
十
年
度
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
基
礎
年
金
の
年
金
額
の
実
質
価
値
は
、
現
在
の
物
価
の
価

値
に
換
算
す
る
と
い
く
ら
に
な
り
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。


